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１．制度の概要 

（１） 財産債務調書提出制度 

平成27年度の税制改正において、所得税及び相続税の申告の適正性を確保する観点から、『財

産及び債務の明細書』を見直し、一定の基準を満たす者に対し、保有する財産の種類、数量、価

額並びに債務の金額などを記載した『財産債務調書』を、翌年の3月15 日までに所得税の納税

地の所轄税務署長に提出するという制度が創設されました。 

なお、財産債務調書を提出する際には、財産債務調書に記載した財産の価額及び債務の金額

をその種類ごとに合計した金額を記載した『財産債務調書合計表』を添付する必要があります。 

また、『財産債務調書』を期限内に提出した場合には、所得税や相続税の修正申告等に係る過

少申告加算税等が軽減され、期限内に提出しない場合やその調書に財産の記載がない場合には、

その過少申告加算税等が重課となり、さらに罰則などの規定も整備されることとなりました。 

 

（２） 国外財産調書提出制度 

平成24 年度の税制改正において、近年における国外財産の保有が増加傾向にある中で、国外

財産に係る課税の適正化を目的として、その年の12 月31 日においてその価額の合計額が5千

万円を超える国外財産を保有する居住者（非永住者の方を除く）については、国外財産の内容を

記載した『国外財産調書』を翌年の3月15 日までに所得税の納税地の所轄税務署長に提出する

という制度が創設されました。（平成25年分の所得税から適用） 

なお、国外財産調書を提出する際には、国外財産調書に記載した財産の価額をその種類ごと

に合計した金額を記載した『国外財産調書合計表』を添付する必要があります。 

また、平成 27 年分の所得税より、『国外財産調書』を期限内に提出した場合には、所得税や

相続税の修正申告等に係る過少申告加算税等が軽減され、期限内に提出しない場合やその調書に

財産の記載がない場合には、その過少申告加算税等が重課となり、さらに罰則などの規定も整備

されることとなりました。 

 


